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第４号様式（第１０条関係） 

会 議 録 （要 旨）  

会 議 名 令和７年度第２回武蔵村山市子ども・子育て会議 

開 催 日 時 令和７年１１月２５日（火）午後７時から午後８時１５まで 

開 催 場 所 武蔵村山市役所３階 ３０１会議室 

出 席 者 及 び

欠 席 者 

出席者：木村会長、荒井副会長、若山委員、𠮷野委員、夏井委員、 

押本委員、東田委員、下野委員、指田委員、波多野委員、小

川委員、吉澤委員 

欠席者：矢﨑委員、髙橋委員、宮崎委員 

事務局：子ども家庭部長、子ども育成課長、子ども政策課子ども政策

係長 

説明員：子ども育成課児童担当課長、子ども子育て支援課長、 

議 題 

⑴ 会長及び副会長の選任について 

⑵ 令和６年度武蔵村山市第二期子ども・子育て支援事業計画の施

策進捗状況について 

⑶ 子ども・子育て支援新制度への移行幼稚園について 

⑷ こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）に係る代用計画

の策定について 

結 論 

（決定した方針、残

された問題点、保留

事項等を記載す

る。） 

議題⑴ 会長及び副会長の選任について 

 本会議の会長は木村委員、副会長は荒井委員とする。 

 

議題⑵ 令和６年度武蔵村山市第二期子ども・子育て支援事業計画

の施策進捗状況について 

 原案のとおり決定する。 

 

議題⑶ 子ども・子育て支援新制度への移行幼稚園について 

 原案のとおり決定する 

 

議題⑷ こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）に係る代用

計画の策定について 

 原案のとおり決定する 

審 議 経 過 

（主な意見等を原

則として発言順に

記載し、同一内容は

一つにまとめる。） 

 

（発言者） 

◎印＝会長 

○印＝委員 

●印＝事務局 

※議事進行順に会議録（要旨）を作成 

 

１ 開会 

 

３ 議 題 

⑴ 会長及び副会長の選任について 

―事務局から説明― 

 

【質疑・応答】 

○ 会長には、前回も会長職を務めていただいた木村容子委員に、副

会長には、同じく副会長職を務めていただいた荒井一浩委員を推薦

する。 

● ただいま、木村委員を会長に、荒井委員を副会長にと推薦があっ

たが、これに御異議等はあるか。 

○ 異議なし。 

● 異議なしとのことで、会長には木村委員、副会長には荒井委員と

決定させていただく。 
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２ 報告事項 

  こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）について 

 ―事務局から説明― 

 

【質疑・応答】 

○ 資料２の「３ 本制度の実施施設について」だが、本市の子ども

計画では令和８年度からの実施施設を１施設で計画していると説

明があったが、既にこれに類似した東京都の事業「多様な他者との

関わりの機会の創出事業」を実施しているところである。 

令和８年度に実施施設を１施設としているのは、子ども計画の策

定段階で予定していたという意味でよいか。 

● そのとおりである。 

 

３ 議 題 

⑵ 令和６年度武蔵村山市第二期子ども・子育て支援事業計画の

施策進捗状況について 

  ―事務局から説明― 

 

【質疑・応答】 

○ 資料３の２０ページの項目番号１０４「家庭教育講座」について、

目標値が受講率１００％、実績値が受講率４８％、達成状況がＣと

説明があったが、達成状況については、目標設定によって影響を受

けるのか。 

● そのとおりである。目標値に対して実績値がいくつだったのかに

応じて達成状況を評価しているため、目標値よりも実績値が低い場

合は施策としてしっかり取り組んでいたとしてもＣ評価となって

しまう。 

  ただ、当初の目標設定については、各所管課からの御意見等を踏

まえて設定しているため、施策の進捗状況においては目標値に対す

る実績値で評価させていただければと考えている。 

  なお、受講率１００％というのは目標が高いため、武蔵村山市子

ども計画においては、目標値を「継続」に修正させていただいてい

る。 

  所管課からは本事業について、今後も受講率を高められるように

対応を図っていくと伺っており、事務局としては毎年度実施する施

策の進捗状況において受講率をお示しできればと考えているので、

よろしくお願いする。 

○ 家庭教育講座について、受講率はどのように算出しているのか伺

いたい。 

● 受講率については、定員数に対する参加人数で算出している。参

考として令和６年度の実績値で申し上げると、「気軽に楽しむ季節

のいけばな」については、定員１０人のところ延べ６人参加で受講

率６０％、「手話体験」については定員１５人のところ延べ６人参

加で受講率４０％、両方を合わせると定員２５人のところ延べ１２

人参加となるため、受講率４８％となっている。 

◎ ２１ページの項目番号１０８「総合型地域スポーツクラブ（よっ

てかっしぇクラブ）の運営支援」について、目標値が会員数３８０

人、令和６年度実績値が１９９人となっているが、子ども・若者に

対するこういった場の受け皿というのはほかにも何かあるのか。 

● 総合型地域スポーツクラブ以外の受け皿としては、スポーツ少年

団や市民団体による活動が挙げられる。市民団体のスポーツクラブ
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等への勧誘については、市報のひろば欄にも掲載されているため、

総合型地域スポーツクラブ以外でも対応できている部分はあると

考えている。 

◎ ３２ページの項目番号１６２、１６３、１６４辺りの障害のある

子どもに対する事業について、事業内容と事業の成果等に記載され

ている内容が同じなため、もう少し進捗が分かるように記載いただ

きたい。 

● 御指摘いただいた内容について、所管課と調整した上で修正させ

ていただければと思う。 

 

 ⑶ 子ども・子育て支援新制度への移行幼稚園について 

―事務局から子ども・子育て支援新制度への移行幼稚園につい

て説明― 

 

【質疑・応答】 

 質疑等なし 

 

⑷ こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）に係る代用 

計画の策定について 

―事務局から説明― 

 

【質疑・応答】 

○ 代用計画の量の見込みについて、計画上は令和８年度から５か所

の施設でこども誰でも通園制度を実施できる体制でいるとなって

いるが、中身を見ると、幼稚園４か所、小規模保育事業所１か所と

なっている。小規模保育事業所は０歳・１歳・２歳の受け入れがあ

るが、幼稚園については２歳児を対象としているということであれ

ば、０歳・１歳の受け入れはどこがするのかという点について、も

う少し協力いただける施設を増やすべきではないかと考える。 

  現在、幼稚園の利用者については定員に対して半分程度しかおら

ず、施設としてはかなり空いている状況とはなっているが、幼稚園

としては０歳・１歳の受け入れを行った経験がないことに加え、保

育室があるわけでもないので、いろいろな面で考えるとそこは保育

園に頼らざるを得ないと考えている。 

  今回、代用計画を策定するのであれば、保育所に協力を得て、何

か所か受入施設を増やすというような計画にしていただけないか

という率直な意見だがいかがか。 

● この場で代用計画の量の見込みを修正することは難しいため、改

めて調整させていただければと思う。 

  なお、代用計画の内容を修正した場合は、書面になるか対面にな

るか分からないが、改めて子ども・子育て会議において諮れればと

考えているので、よろしくお願いする。 

○ 代用計画の内容を大きく変更するのは事務的にも大変かと思う

ので、先ほどお話させていただいた内容を考慮していただき、保育

所等に働きかけをいただいて、もう少し０歳・１歳の受け入れに対

する支援をいただければということで意見させていただいた。 

● 差し支えなければ、保育所の立場でお話いただければと思う。 

○ うちの園では一時保育をやっているが、こども誰でも通園制度と

お預かりするお子さんの要件は違うものの、似通った部分があるた

め、その辺りのすみわけが非常に難しいということで事務局にはい

ろいろと話をさせていただいたところである。 

  また、現在の状況としては、０歳は非常に待機児童が多く、その
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待機児童を入れることすらままならない状況において、こども誰で

も通園制度で０歳・１歳の職員を確保するというのはなかなか難し

いと考えている。 

  そのため、うちの園としてはこども誰でも通園制度については様

子を見ているのが現状である。 

  ほかの園についても０歳の待機児童が多くいるという状況の中、

保育士不足が解消されないと定員いっぱい入れられないのではな

いかと思う。 

○ どこも保育士不足となっているため、これは本当に大変な問題か

と思う。 

○ こども誰でも通園制度の事業内容を聞いた際には良い制度だと

思ったが、量の見込みとして算出した結果ではこんなに少ないのか

と思った。 

  市全体での年延べ利用者数については、１０人や１３人とかでは

なく、三桁はいくのではないかと思ったため、今回示していただい

た見込み値はどのように算出したのか気になったところだが、あく

まで感想として発言させていただく。 

○ そこは私も疑問に感じたところで、年延べ人数ということなの

で、見込みが１人とか２人というのはありえないかと思う。 

● こども誰でも通園制度の量の見込みの算定方式については、国か

ら手引きが示されているところである。 

  一般的に量の見込みを算出する際には、国の手引きに示されてい

る算定方式のほかに、実績値も加味して算出することとなるが、こ

ども誰でも通園制度については令和８年４月１日からのスタート

となるため、ニーズがどれだけあるのか見込めない部分があるの

で、国の手引きの算定方式どおりに算出したところである。 

◎ こども誰でも通園制度が新設されて今後どうなっていくのか、私

も非常に関心を持っているところである。 

本制度については、子ども１人当たり月１０時間までの利用とい

うことなので、制度を利用したい方がどのような形で使うのかとい

うところと、家から通える適度な距離でないと預けに行くことすら

ままならない形にはなるかと思うので、協力いただける施設が受け

皿を多く作っておくというのは今後必要になってくると考える。 

その他にも、訪問型の事業も新設されたため、子育て等々に負担

感がある家庭がニーズによっていろいろなサービスを使い分ける

というようなこともあるのだろうと思う。 

● 委員から話のあった保育所の協力の件について補足させていた

だく。 

  基本的には保育所は保育の必要な子どもを受け入れる形となっ

ており、令和８年４月入所の申込みもこれから受け付ける状況であ

る。 

  こども誰でも通園制度については、一般型と余裕活用型というの

があり、余裕活用型というのは定員に空きがあった場合に受け入れ

ることができるものである。 

  保育所にはこども誰でも通園制度について１回説明させていた

だいており、一部の園では実施してみたいという意向はいただいて

いるところだが、保育所は保育の必要がある方を優先的に入所させ

る必要があるので、定員に余裕がある状況の中で、改めて保育所に

相談してみたいと事務局では考えているのでよろしくお願いする。 

 

４ その他 

● 次回の会議については、令和８年２月又は３月頃を予定してい

る。日時等の詳細については、決まり次第通知させていただく。 
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【質疑・応答】 

 質疑等なし 

 

５ 閉会 

 

 

会議の公開・非

公 開 の 別 

☑公 開              傍聴者：  ０  人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

 

 

 

会議録の開示・非

開 示 の 別 

☑開 示 

□一部開示（根拠法令等：                ） 

□非 開 示（根拠法令等：                ） 

 

庶 務 担 当 課 子ども家庭部 子ども政策課 （内線：１７５ ） 

（日本産業規格Ａ列４番）  


